
■市第１２６号議案　平成２１年度横浜市一般会計補正予算（第９号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こども青少年局関係部分
＜単位：千円＞

補正額 国支出金 県支出金 その他 市債 一般財源

1,642,480 400,510 0 277,377 0 964,593

1,092,480

150,000

200,000

200,000

△ 4,827 0 62,399 0 69,000 △ 136,226

△ 3,482,716 △ 3,482,716 0 0 0 0

△ 3,552,716

70,000

△ 155,883 0 0 0 0 △ 155,883

△ 2,000,946 △ 3,082,206 62,399 277,377 69,000 672,484

【繰越明許費】
＜単位：千円＞

金　　額

98,000

70,000

目　　名 事　　　業　　　名 繰　　　越　　　理　　　由

保育所整備費

子育て応援特別手当
給付事業費

子ども手当事務費

地域療育センター運営費

4款3項5目　　児童福祉施設
　　　　　　　　　　　　　 運営費

◇法人職員の育児休業取得等に伴う人件費部分の委託料等の減
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（△125,171千円）
◇障害児施設給付費の国の単価改定によって利用料金収入が増えたこと
に伴う委託料等の減（△30,712千円）

合　　　　　計

◇支給システム改修を年度内に完了することが困難なため

◇北寺尾方面保育所（仮称）整備における地中障害物除却費の増
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（19,312千円）
◇その他の保育所整備における、入札残による工事費補助の減少
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （△24,139千円）
◇安心こども基金の活用による財源更正
◇起債充当率の変更に伴う財源更正

4款3項4目　　こども手当費

4款2項5目
保育所整備
費

4款3項4目
こども手当費

保育所整備費

子ども手当事務費

◇地中障害物の除却に伴う工期延長によって、北寺尾方面
保育所（仮称）の年度内竣工が困難なため （平成22年3月竣
工予定から半年程度延長）

◇国の執行停止に伴う減額（執行済み分を除く全額を減額）
　　　【執行済み内容】＜計782,562円＞
　　　　　・住民基本台帳システム改修委託の一部（58,602円）
　　　　　・受付センター業務委託の一部（716,730円）
　　　　　・旅費、郵送費（7,230円）

◇支給システムの改修費（国の定めた上限額を計上）

◇利用者数の増
　　【当初予算】3,750人/月　→　【決算見込】3,884人/月（＋134人/月）

目名　／　事業名

◇入所者数の増
　　【当初予算】37,466人/月　→　【決算見込】37,947人/月（＋481人/月）

4款2項5目　　保育所整備費

4款2項2目　　保育所運営費

◇利用者数の増
　　【当初予算】26,176人/月　→　【決算見込】29,355人/月（＋3,179人/月）

保育所基本運営費

保育事業向上支援費

保育所長時間保育事業費

横浜保育室助成事業費

平成22年2月18日
市第126号議案関連資料

こども青少年局


